
船舶事故調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年６月１８日 １０時５０分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市梶島南東方沖 

 吉良宮崎港沖防波堤東灯台から真方位１３０°１.４海里付近 

 （概位 北緯３４°４５.６′ 東経１３７°０６.８′） 

事故の概要  プレジャーボートみさとは、西進中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年６月２１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート みさと、５トン未満（長さ７.７７ｍ） 

２３５－２７１６２愛知、有限会社豊田造船所 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾トランサムに割損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が、愛知県蒲郡市所在のマリーナからレンタルして１

人で乗り組み、同乗者８人を乗せ、クルージングの目的で、梶島南東

方沖を約１５ノットの対地速力で西進していた。 

 船長は、突然衝撃を受けたので、主機を減速したのち停止し、船体

を確認したところ、船外機が設置してある船尾トランサムの海中の部

分が割れて海水が船内に流入していることを認め、同乗者とバケツで

排水作業を行ったものの、大量の海水が船内に流入してきたので、転

覆する危険を感じ、携帯電話で海上保安庁及び同マリーナに救助を要

請した。 

 本船は、船尾部から徐々に沈んで右舷側に転覆した。 

 船長及び同乗者８人は、転覆した本船に掴まっていたところ、来援

したマリーナの救助艇及び付近を航行中のヨットに救助された。 

 本船は、マリーナの救助艇にえい
．．

航されて西尾市鳥羽漁港に入港し

た。 

 本事故当日、数日前の大雨の影響で三河湾には川から流れ込んだ流

木があった。 

 本事故発生場所付近の水深は約８ｍで、暗岩等はなかった。 

 船長及び同乗者８人は、救命胴衣を着用していた。 

 本船の喫水は、船首尾共に約０.５ｍであった。 

分析 

 

 本船は、西進中、船外機に何かが当たり、船外機が設置してある船

尾トランサムの海中の部分が割損して海水が船内に流入したことか



ら、船尾部が沈み、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

 本事故当日、三河湾には、数日前の大雨の影響で川から流れ込んだ

流木があったことから、本船が西進中、船外機等に海中の流木が当た

り、船尾トランサムの海中の部分が割損した可能性があると考えられ

るが、目撃者もおらず、船外機等に海中の流木が当たった状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、西進中、船外機が設置してある船尾トランサム

の海中の部分が割損して海水が船内に流入したため、船尾部が沈み、

右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、大雨が降った後は流木が海面及び海中に漂流している可

能性があるので、海面の流木の有無を確認し、減速して航行する

こと。 

 


